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まず押さえておいていただきたい重要なポイント

１．休業計画届の提出が不要に
２．小規模事業所の申請手続きが大幅に簡略化
３．解雇等を行わない中小企業の助成率を10/10に
４．助成金支給日額の上限 8,330円 ➡ 15,000円へＵＰ
５．緊急対応期間 令和2年4月1日から令和2年6月30日まで

➡令和2年9月30日まで延⾧
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【手続きの進め方】

１．本来は、

２．事後届出（提出期限は、令和２年６月３０日まで）

３．届出不要（令和2年1月24日以降の休業にさかのぼり、初回も不要）

①

休業に関する

労使協定の締結

②

休業計画届

（休業初日の２週間前まで）

③

休業実施

④

支給申請

①

休業に関する

労使協定の締結

②

休業実施

③

休業計画届

（事後届出）

④

支給申請
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①

休業に関する

労使協定の締結

②

休業実施

③

支給申請



支給申請の期限は？

１）１月２４日から５月３１日までの休業・・・８月３１日まで

２）６月１日から６月３０日までの休業 ・・・８月３１日まで

３）７月１日から７月３１日までの休業 ・・・９月３０日まで
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小規模事業主向け 申請マニュアル

① ② ③



小規模事業所向け 必要書類リスト

□支給申請書類（３種類）

（様式特小１号（別紙も含む）、２号、３号）

添付書類

□比較した月の売上などのわかる書類（売上簿、レジの月集計、収入簿など）
※休業した月と１年前の同じ月の２ヶ月分必要です。※２回目以降は不要です。

□休業させた日や時間がわかる書類（タイムカード、出勤簿、シフト表など）

□休業手当や賃金の額がわかる書類（給与明細の写しや控え、賃金台帳など）

□（役員等がいる場合）役員名簿（性別、生年月日が入っているもの）
※事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不要です。

振込み間違いを防ぐため、通帳またはキャッシュカードのコピーを出来るだけ添付してください。
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【教育訓練加算の特例】 令和２年４月1日から9月30日まで延⾧！！

従来：１日1,200円（大企業・中小企業とも）
特例：１日2,400円（中小企業） 1,800円（大企業）
対象は雇用保険加入者のみ

半日訓練（休業扱いの上で）＋半日勤務でもＯＫ
（※この場合金額は上記の半分となります）

①訓練はあくまでもOff-JT（職場外訓練）です。
②自宅でインターネット等を用いた訓練も対象
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